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平成２９年度越前町人事行政の運営等の状況の公表 

 

 

１ 職員の任免および職員数の状況 

（１） 部門別職員数の状況 

  各年 4月 1日現在の部門別職員数の状況は、次のとおりです。 

区 分 

部 門 

職員数（人） 
対前年 

増減数 
主な増減理由 平成 

29年 

平成 

30年 

一般行政 

部門 

議 会 ３ ３ ０  

・業務量による人員配置換え 

 

・退職者不補充、業務量による人員配

置換え 

 

 

 

総 務 ４９ ５２ ３ 

税 務 １１ １１ ０ 

民 生 ５９ ５４ △５ 

衛 生 １２ １２ ０ 

労 働 ２ ２ ０ 

農林水産 １３ １３ ０ 

商 工 １３ １３ ０ 

土 木 １９ １９ ０ 

計 １８１ １７９ △２ 

特別行政 

部門 

教 育 ５４ ５３ △１ ・退職者不補充 

計 ５４ ５３ △１ 

普通会計 計 ２３５ ２３２ △３  

公営企業等 

会計部門 

水 道 ５ ５ ０  

 

・退職者不補充 

下水道 ５ ５ ０ 

その他 １７ １５ △２ 

計 ２７ ２５ △２ 

総合計 ２６２ ２５７ △５  

（注１） 公営企業等会計部門のその他は国民健康保険事業や介護保険事業などをいいます。 

 

（２） 職員の採用状況 

平成 29年度採用 
一般行政職 ６人 

技能労務職  ０人 

 

（３） 職員の退職状況 

平成 29年度退職 

一般行政職 ５人 

福 祉 職 ０人 

技能労務職  ４人 
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２ 職員の人事評価の状況 

職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行い行わなければならないとされてい

ます。（法第２３条の２）。 

人事評価は能力主義、成績主義を実現するための手段であり、任命権者においては、こうした観点か

ら、職員の能力や勤務実績等を総合的に評価し、その結果を配置換や昇任、昇給などの人事管理に活用

し、かつ、職員の能力開発や人材育成に役立てることで、公務の能率的な運営を図っています。 

本町では、職級に応じて求められる行動・姿勢（標準職務遂行能力）を定め、全ての職員に対し人事

評価を行い、その評価結果を勤勉手当の支給や昇給に反映しています。 

 

３ 職員の給与の状況 

（１） 人件費の状況（普通会計決算） 

平成 29年度の普通会計の人件費の状況は、次の表のとおりです。 

区分 
住民基本台帳人口 

（H30.1.1現在） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ/Ａ 

29年度 
人 

22,018 

千円 

13,184,885 

千円 

930,784 

千円 

1,892,841 

％ 

14.4 

（注）人件費には、職員給与のほか、町長等特別職の給与、議員報酬、退職手当組合負担金、地方公務員共済組合負担金

などを含みます。 

 

（２） 職員給与費の状況（普通会計決算） 

平成 29年度の普通会計の職員給与費の状況は、次の表のとおりです。 

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 一人当たりの給与費 

Ｂ/Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

29年度 
人 

235 

千円 

881,910 

千円 

89,463 

千円 

342,139 

千円 

1,313,512 

千円 

5,589 

（注１） 職員手当には退職手当を含みません。 

（注２） 職員数は平成 29年 4月 1日現在の人数です。 

 

（３） 職員の平均年齢、平均給料月額等の状況（全会計） 

平成 30年 4月 1日現在の職員の平均年齢、平均給料月額等の状況は、次の表のとおりです。 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 43.7歳 307,100円 337,996円 

技能労務職 53.3歳 270,000円 278,115円 

（注１）「一般行政職」とは、税務職、看護・保健職、福祉職、企業職、技能労務職等の職に該当しない職員です。 

（注２）「平均給与月額」とは、給料月額に毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当など諸手当の額を合計

したものです。 

 

（４） 職員の初任給の状況 

平成 30年 4月 1日現在の一般行政職員の初任給の状況は、次の表のとおりです。 

区分 大学卒 高校卒 

越前町 168,600円 147,100円 

国 179,200円 147,100円 
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（５） 一般行政職の級別職員数の状況（全会計） 

平成 30年 4月 1日現在の一般行政職員の級別職員数の状況は、次の表のとおりです。 

等

級 

等級別基準職務表に規定 

する基準となる職務 

合 計 内 訳 職務上の段階 

（人） （％） 職 名 （人） （人） （％） 
段

階 

１

級 

１ 主事補の職務 

２ 主事の職務 

３ １又は２に相当する職務 

20 11.2 

主事 16 

44 24.6 
主
事
級 

主事補 4 

計 20 

２

級 

１ 主事の職務で高度の知識 

又は経験を必要とする業務 

を行う職務 

２ １に相当する職務 

24 13.4 

主事 23 

学芸員 1 

計 24 

３

級 

１ 主査の職務 

２ 課長補佐の職務 

３ １又は２に相当する職務 

69 38.5 

主査 61 

69 38.5 
主
査
級 

介護福祉士 1 

学芸員 3 

司書 3 

室長補佐心得 1 

計 69 

４

級 

１ 課長補佐の職務で高度の 

知識又は経験を必要とする 

業務を行う職務 

２ １に相当する職務 

40 22.3 

課長補佐 30 

40 22.3 

課
長
補
佐
級 

室長補佐 6 

次長 1 

センター長補佐 1 

館長補佐 1 

館長心得 1 

計 40 

５

級 

１ 課長の職務 

２ １に相当する職務 
19 10.6 

課長 16 

19 10.6 
課
長
級 

室長 3 

計 19 

６

級 

１ 理事の職務 

２ １に相当する職務 
7 3.9 

理事 4 

7 3.9 
理
事
級 

会計管理者 1 

事務局長 2 

計 7 

合 計 179 100.0      
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（６） 職員手当の状況 

平成 30年 4月 1日現在の主な職員手当の状況は、次の表のとおりです。 

① 扶養手当等 

区分 内容 越前町 国との比較 

扶養手当 

配偶者 10,000円/月 

同じ 
その他の扶養親族 1人当たり 6,500円/月 

扶養親族のうち、16歳に達する年度初めから 

22歳に達する年度末までの子（1人につき） 

5,000円/月 

を加算 

住居手当 
借家の

場合 

家賃 55,000円以上 27,000円/月 

同じ 
家賃 23,000円を超え 55,000円未満 

家賃額から 23,000 円を

控除した額の 1/2 に

11,000円を加えた額 

家賃 23,000円以下 
家賃額から 12,000 円を

控除した額 

通勤手当 

交通機関等の利用者（通勤距離片道 2㎞以上） 
運賃等（定期券）相当額 

（上限 55,000円/月） 
同じ 

乗用車等の使用者（通勤距離片道 2㎞以上） 
通勤距離に応じ、2,000

円から 31,600円まで 

 

② 管理職手当 

区分 
職務の級 5級の職員、行政・

人事・財政担当課長補佐 
職務の級 6級の職員 

総務理事 - 65,000円/月 

その他の理事 - 60,000円/月 

課長 43,000円/月 - 

参事 38,000円/月 - 

行政・人事・財政 

担当課長補佐 
21,000円/月 - 

 

 

③ 期末・勤勉手当（平成 29年度支給割合） 

区分 
越前町 国 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

6月期 1.225月 0.85月 2.075月 1.225月 0.85月 2.075月 

12月期 1.375月 0.95月 2.325月 1.375月 0.95月 2.325月 

計 2.60月 1.80月 4.400月 2.60月 1.80月 4.400月 

加算措置の 

状況 

職務上の段階、職務の級等により加算措置

があります。 

職務上の段階、職務の級等により加算措置

があります。 
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④ 退職手当                              

区分 
越前町 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 20.445月 25.55625月 20.445月 25.55625月 

勤続 25年 29.145月 34.5825 月 29.145月 34.5825 月 

勤続 35年 41.325月 49.590  月 41.325月 49.590  月 

最高限度額 49.590月 49.590  月 49.590月 49.590  月 

 

⑤ 時間外勤務手当（全会計決算） 

区分 支給額 
職員 1人当たりの 

平均支給額 

平成 29年度 31,132,244円 120,202円 

 

（７） 特別職の給料、報酬等の状況 

平成 30年 4月 1日現在の特別職の給料、報酬等の状況は、次の表のとおりです。 

区分 給料又は報酬月額 期末手当（平成 29年度支給割合） 

町 長 880,000円  6月期 1.550月 

12月期 1.700月 

  計   3.250月 [加算措置：20％] 

副町長 680,000円 

教育長 580,000円 

議 長 320,000円 6月期 1.00月 

12月期 2.00月 

  計   3.00月  [加算措置：15％] 

副議長 250,000円 

議 員 240,000円 
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４ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況 

（１） 勤務時間の状況 

平成 29年度の職員の勤務時間は、次の表のとおりです。 

勤務時間 休憩時間 

８時３０分～１７時１５分 １２時～１３時 

（注）勤務時間は、職場や職種によっては上記と異なる場合があります。 

 

（２） 休暇等の状況 

職員の休暇制度及び休業制度の概要は、次の表のとおりです。 

区 分 内   容 
平成 29年度の 

取得状況 

休 
 

暇 

年次休暇 
１年につき最高２０日間与えられます。前年からの繰越分を含

めると最高４０日間となります。 

平均取得日数 

７．２２日／人 

病気休暇 

負傷や疾病のために勤務することができない場合、医師の証明

などに基づき認められる休暇です。休暇の期間は９０日以内で

す。 

取得者数 

２９人 

特別休暇 

特別な事由により、勤務しないことが相当である場合として規

則で定めている休暇です。結婚休暇や産前・産後休暇、忌引休

暇などが規則で定められています。 

取得者数 

結婚    ３人 

出産    ３人 

忌引   ４１人 

介護休暇 
家族などを介護する必要がある場合、連続する６ケ月の期間内

で認められる休暇です。期間中、給与は支給されません。 

取得者数 

０人 

育児休業 
子を養育するため、子が３歳に達する日までの期間を限度とし

て休業できる制度です。期間中、給与は支給されません。 

取得者数 

３人 

（注１） 職員の休暇等については、越前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年越前町条例第３６号）及

び越前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成１７年越前町規則第２３号）で定められていま

す。 

（注２） 年次休暇については、年単位で与えられるため、平成 29 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの取得状況を記

載しています。 

（注３） 病気休暇、介護休暇及び育児休業の取得者は、平成 29年度中に休暇等を開始した人数を記載しています。 
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５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１） 分限処分の状況 

 分限処分は、公務能率の維持及び公務の適切な運営の確保を目的とし、職員が心身の故障などにより

その職責を十分に果たすことが期待しえない場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたら

す処分のことです。分限処分には、給料を号級の低い額に決定する「降給」、職を保有しつつ一定期間職

務に従事させない「休職」、現在の職務より低い職務に任命する「降任」及び勤務実績不良、心身の故障

による職務遂行への支障や職制・定数の改廃等により職員としての身分を失わせる「免職」の４種類が

あります。 

 平成 29年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。 

処分の内容 降給 休職 降任 免職 

処分者数  ０人  ０人  ０人  ０人 

 

（２） 懲戒処分の状況 

 懲戒処分は、職員の道義的責任の追及による服務規律及び秩序の維持を目的とし、職務上の義務違反

など公務員としてふさわしくない非行に対して行う制裁措置のことです。懲戒処分には、軽い順から、

義務違反の責任を確認し、書面等で戒める「戒告」、給料を一定期間減額して支給する「減給」、懲罰と

して一定期間職務に従事させない「停職」及び懲罰として職員の身分を失わせる「免職」の４種類があ

ります。 

 平成 29年度の懲戒処分の状況は、次の表のとおりです。 

処分の内容 戒告 減給 停職 免職 

処分者数  ０人  ０人  ０人  ０人 

 

 

６ 職員の服務の状況 

 職員の服務については、その根本基準として「すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために

勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。」（地方公務員法（以

下「法」という。）第３０条） 

 更に、次に掲げる義務、禁止及び制限事項が定められています。 

（１） 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（法第３２条） 

（２） 信用失墜行為の禁止（法第３３条） 

（３） 秘密を守る義務（法第３４号） 

（４） 職務に専念する義務（法第３５条） 

（５） 政治的行為の制限（法第３６条） 

（６） 争議行為等の禁止（法第３７条） 

（７） 営利企業等の従事制限（法第３８条） 

 本町においては、「越前町懲戒処分の基準」を定め維持徹底を図るとともに、会議及び研修の機会を通

じて、又は選挙前、年末年始等の機会をとらえて、通知文等により職員に周知徹底を図っています。 
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７ 職員の退職管理の状況 

平成２８年４月１日に施行された改正地方公務員法および越前町職員の退職管理に関する規則に基

づき、再就職者による職員への働きかけの規制等を行なっています。また、越前町職員の再就職に関す

る取扱要綱において、再就職情報の届出の義務付けや町に対する営業活動等の規制を行っています。な

お、これらの規制等は施行日以前に退職した元職員にも適用されています。 

 

①職員への働きかけの規制 

再就職した元職員による現職職員への働きかけ（再就職先と町との間の契約・処分等に関する要求

や依頼）は、退職後２年間禁止されています（法第３８条の２）。 

なお、規制対象および禁止行為は下表のとおりです。 

 

規 制 対 象 禁 止 行 為 

全ての再就職者 離職前５年間の職務に関する働きかけ 

理事、議会事務局長、会計管理者、

教育委員会事務局長の職に就い

ていた再就職者 

離職前５年より前に理事、議会事務局長、会計管理者、教育

委員会事務局長に就いていたときの職務に関する働きかけ 

課長、室長、その他５級の職に就

いていた再就職者 

離職前５年より前に課長、室長、その他 5級の職に就いてい

たときの職務に関する働きかけ 

※複数の規制対象に該当する場合には、該当するすべての禁止行為が適用されます。 

 

②再就職情報の届出の義務付け 

町では、職員が退職後２年以内に再就職した場合には、任命権者への届出を義務付けています（法

第３８条の６、要綱第４条）。 

また、退職以前５年以内に公共工事に関する職務に携わっていた時は、その職務に関連する営利企

業等に対する求職活動を規制しています。さらに、退職後２年間は町に対する営業活動等を規制して

います。 

届出の内容については、町のホームページにおいて公表しています。 
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８ 職員の研修の状況 

（１）研修の状況 

 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならないと

されています（法第３９条）。 

 平成 29年度の職員の研修の実施状況は、次の表のとおりです。 

研修名 研修期間 受講者数 

市町職員新規採用職員研修（事務職） 前期 4 日・中期 1 泊 2 日・後期 3 日 ６人 

市町職員ステップ１（２５歳）研修 １泊２日 ２人 

市町職員ステップ２（３０歳）研修 ２日 ５人 

市町職員ステップ３（３５歳）研修 ２日 ５人 

市町職員ステップ４（４０歳）研修 ２日 ６人 

市町職員課長補佐級研修 ２日 ７人 

市町職員課長級研修 １日 ３人 

県・市町・民間企業合同研修会 ３日 １人 

広報誌等研修会（市町等職員研修事業） １日 １人 

パワーアップ研修「公務員も知っておくべき経済知識研修」 １日 １人 

パワーアップ研修「広報物作成の基本研修」 １日 ２人 

パワーアップ研修「広報写真撮影研修」 １日 １人 

パワーアップ研修「トヨタ式業務改善『見える化』研修」 １日 １人 

パワーアップ研修「仕事の効率化とタイムマネジメント研修」 １日 １人 

パワーアップ研修「ＳＮＳに係る情報発信とリスクマネジメント研修」 １日 １人 

パワーアップ研修「会議運営能力向上研修」 １日 １人 

パワーアップ研修「資料作成技法研修（図解編）」 １日 １人 

パワーアップ研修「女性キャリア研修②」 １日 ２人 

パワーアップ研修「政策法務研修」 １日 ２人 

自治大学校「政策専門課程第１３期研修」 １７日 １人 

国際文化アカデミー研修「保育士・幼稚園教諭のための保育行政」 ３日 ２人 

国際文化アカデミー研修「海外事例で学ぶ子育て支援のまちづくり」  ３日 １人 

新採用職員自衛隊生活体験研修 ３日 ６人 

新採用職員フォロー研修  １日 ６人 

人事評価（評価者）研修 ２時間４０分×３回 ４１人 

メンタルヘルス研修（補佐級以上対象） ９０分×２回 ６１人 
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９ 職員の福利厚生事業の状況 

（１）職員の健康管理の状況 

 職員の共済制度は、法第４３条に基づいて定められた地方公務員等共済組合法によって具体的に定め

られています。共済制度を運用し実施する主体は福井県市町村職員共済組合です。 

平成 29年度の職員の健康診断の受診状況は、次の表のとおりです。 

検診等名 受診者数 

一般健康診断 １９１名 

人間ドック ５６名 

がん検診（胃、乳、子宮、大腸） １５０名 

 

（２）越前町職員衛生委員会の状況 

 ・健康相談室面談の実施（４回） 

・健康診断等の結果に基づく再検査受診勧奨の実施（６９名） 

 

（３）越前町職員互助会の状況 

職員による互助組織として「越前町職員互助会」を組織し、職員の健康管理や親睦のための事業を行

っています。公費の支出はなく、事業は全て会員掛金で行っています。 

収 入 支 出 繰越金 

6,983,274円 

（個人掛金） 

3,859,966円 

（各種福利厚生事業費） 
3,123,308円 

 

（４）公務災害補償制度の状況 

  職員の公務上の災害に対する補償は、地方公務員災害補償基金福井県支部に加入しています。 

  平成 29年度には、公務上の怪我による災害はありませんでした。 

 

１０ 公平委員会の業務の状況 

（１） 公平委員会の概要 

 公平委員会は、地方公務員法第７条第３項の規定により設置されており、その処理する主な事務は次

のとおりです。 

① 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し必要な措置を執

ること。 

② 職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する採決又は決定をすること。 

 本町は、公平委員会の事務を福井県に委託しています。 

 

（２） 業務の状況 

 委託先の福井県から報告を受けた平成 29年度の公平委員会の業務の状況は、次のとおりです。 

業務の種別 件数 

勤務状況に関する措置の要求の状況 ０件 

不利益処分に関する不服申し立ての状況 ０件 

 


